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執行役員制度の導入に関するお知らせ 

 

 当社は 2020 年 12 月 18 日付の取締役会において、下記の通り執行役員制度の導入につ

いて決議致しましたのでお知らせ致します。 

 

記 

 

１、制度導入の目的 

 経営の意思決定および監督と業務執行の機能分離にて、「意思決定の迅速化」「監督機能の

強化」「業務執行の責任の明確化」を図ることを目的とするものであります。 

 

 

２、制度の概要 

 （１）執行役員の選任・解任は取締役会が行います。 

 （２）各執行役員の職務および担当業務は取締役会において決定します。 

 （３）執行役員の任期は１年とします。 

 

３、制度の導入時期 

 2021年 4月 1日 

 

なお、執行役員人事につきましては当社 HP「役員情報」をご参照下さい。 

 

 

以上 

 


